
 

令和７年度着工分 

「特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）」施設整備事業者募集要項 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 

 

１ はじめに 

 ○ 本市における施設・居住系サービスの整備は、「第 9 期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画（はつらつ長寿プランなごや 2026）」に基づき計画的に進めています。 
○ この整備計画に沿って、令和 8年度中に完成となる特別養護老人ホーム（プライバシー多床

室型）の整備を希望される事業者を募集することとしました。整備を希望される事業者におか

れましては、この要項及び関係法令（老人福祉法、介護保険法、建築基準法、消防法、医療

法等）、関係条例等を十分にご理解の上、応募いただきますようお願いします。 

○ 募集を開始しますが、令和 7年度施設整備補助金の交付にあたっては、令和 7 年度予算編成

により認められた場合を前提とします。 

 ※認められない場合は施設整備補助金がありませんのでご承知おきください。 

 

２ 募集内容について 

 (1) 募集対象施設及び募集数 

 

   ○特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型） 

     １施設 定員１００～１２０人分 ※ 

 

※第 9 期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に掲げる令和 6 年度から令和 8

年度の整備目標数 150 人分のうち令和 7年度着工分。 

 

 (2) 募集する日常生活圏域 

 

○ 市内の全区域 ※ 

臨海部防災区域の第 1種区域・土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域を除く 

 

   ※計画地が上記 3区域を除く災害区域に該当する場合については、要件を満たす場合に限り

協議できます。P28「災害区域について」をご確認ください。 

 

 (3) 整備する計画期間 

 

   ○令和 7～8年度の 2 か年 ※令和 8 年度中の施設完成厳守 

  

 

 (4) 応募の対象者について 

 

   ○ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 22 条に規定する社会福祉法人※ 

○  医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 31 条に規定する公的医療機関に該当する病院 

又は診療所を設置する農業協同組合連合会  

 

   ※最終整備協議書提出期限までに、社会福祉法人設立に必要な条件が整えられる予定の法

人等を含む。 
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  (5) 協議要件 

 
 ○ 定員１００～１２０名の特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）とします。 

   ※創設整備の募集です。別事業からの転換はできません。 

○ 建物は、多床室型の特別養護老人ホームとします。 

○ プライバシーに配慮した多床室とします。 

  ※プライバシー多床室につきましては、P9「８ 特別養護老人ホームの基準」及び 

P17「プライバシー多床室型特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の設備基準」 

を参照してください。 

○ 必ず、令和 8 年度中に施設を完成してください。 

○ 令和 7 年度の整備進捗率を 10％以上とします。 

○ 計画地が災害区域に該当する場合は要件を満たしてください。P28「災害区域について」

をご確認ください。 

○ 生計困難者等に対して利用者負担を軽減する、社会福祉法人による利用者負担軽減の申

し出を行ってください。 

○ 以下の①②いずれにも該当していない法人に限ります。 

① 市が実施した各種の事業者公募において、併設計画として採択された併設事業所を開

設後 10 年未満、かつ、最終整備協議書提出期限より過去 3 年以内に廃止した法人。 

② 介護保険施設・居住系サービス（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療

院・認知症高齢者グループホーム・特定施設入居者生活介護）を最終整備協議書提

出期限より過去 3年以内に廃止した法人。 

※ 上記法人は、その法人と代表者を同一人物とする法人も含みます 

 

 

 

３ 整備協議の受付について 

 本募集要項にのっとり、特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）の整備希望者は、

P29-30「特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）整備協議申出書（令和 7年度着工

分）」を提出してください。 

 

   【整備協議申出書の提出期限】                           

令和 6 年 6 月 7 日（金）  17 時まで（必着） 

（郵送、メールまたは持参こと。郵送、メールの場合は、必ず期限内に到着 

確認を電話にて行うこと。持参の場合は、必ず事前に電話連絡のこと。） 

   

 

【初回整備協議書の提出期限】＊整備協議申出書を期限までに提出した場合に限り受付けます 

   令和 6 年 7 月 5 日（金）  17 時まで 

（必ず事前に電話予約の上、持参のこと。郵送、メール不可） 

   ※整備協議申出書の提出後、整備予定地を確定した上で、上記期限までに図面等の本市が求

める書類を持参し、1回目の協議を行ってください。提出や内容確認の際は控えの持参をお

願いします。 

 

   【最終整備協議書の提出期限】＊初回整備協議書を期限までに提出した場合に限り受付けます 

   令和 6 年 8 月 16 日（金）  17 時まで 

（必ず事前に電話予約の上、持参のこと。郵送、メール不可） 

    

※いずれの書類も提出先は、名古屋市役所本庁舎２階 健康福祉局高齢福祉部介護保険課で

す（詳しくは P11 参照）。 
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   ※いずれの書類についても、提出期限が書類受付の最終日ですので、それまでに書類の不足、

内容誤り等がないように担当課職員と十分打合せをし、確定した書類を提出してください。

（整備協議書は資金計画や法人調書、建築図面等多岐に渡っており、作成にかなりの時間

を要するとともに、打合せによる修正が想定されますので十分期間を見込んでおいてくだ

さい。）なお、協議書類については、計画図面も含め、整備協議申出書を提出いただいた

後、適宜相談を受付けます。 

   ※いずれの書類についても、提出期限を過ぎた場合においては、いかなる理由であっても受

理いたしません。 

 

４ 提出書類について 

○ 別にお示しする提出書類一覧のとおり提出していただきます。 

  ※「整備協議申出書」につきましては、ウェブサイト「NAGOYA かいごネット」よりダウン

ロードし、ご利用ください。 

  ※その他の提出書類様式につきましては、整備協議申出書の提出後、電子メールにて送付

します。 

○ 相談及び各種書類の提出は、運営法人の役員又は従業員が必ず同席してください。代行申

請は不可とします。新設法人の場合は法人設立代表者がご来庁ください。 

○ 本市条例及び省令基準等に定める設備及び人員に関する基準を遵守した計画内容とし、別

に定める設計上の確認事項等（P19「設計・施工上の標準としての技術的基準の適用原則」

参照）に留意の上建築図面を作成してください。 

○ 整備協議書は項番ごとにインデックスを付し、A4 判のフラットファイル（バインダーやビ

ニールファイルは不可）に綴じ 1 部を提出してください。 

○  協議書類に虚偽の記載をした場合は応募自体を無効とします。 

  また、選定後において虚偽等が判明した場合にも選定を無効とします。 

○  最終整備協議書提出期限後は、法人の都合による計画の変更は認めません。  

○  協議に関し必要な費用は、協議者の負担とします。 

○ 提出書類のうち贈与契約書などの原本は協議者で保管してください。 

○ 提出書類は、理由の如何に関わらず返却いたしません。 

○ 提出書類については、名古屋市情報公開条例（平成 12 年名古屋市条例第 65 号）に基づく

開示の対象となることもあります。 

○ 書類の提出後にやむを得ない事由等で辞退する場合、辞退理由を明記の上、辞退届（様式

は任意）を提出してください。 

 

５ 選定方法と結果について 

(1)選定 

 ○ 選定基準に従い、最終整備協議書、ヒアリング及び現地確認をもって選定します。選定基準

は P13「令和 7 年度着工分 特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）選定基準」となり

ますが、評価得点が最低基準を満たさない場合は選定されません。  

○最終的な選定は特別養護老人ホーム等整備事業者評価委員における意見聴取の上、行います。 

 

(2)結果通知 

 選定結果につきましては、採択あるいは不採択にかかわらず「令和 6年 11 月中旬」をめどに各

法人あて通知する予定です。 
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６ 今後の日程について（予定）  

区    分 事        項 

令和６年３月２８日 ○整備事業者募集開始 

 ６月７日 
○「整備協議申出書」の提出期限（法人→市）                                  

※「整備協議書」の提出前に申出書の提出が必要です。 

 ７月５日 

○「初回整備協議書」の提出期限（法人→市） 

※提出期限までに図面等の本市が求める書類を持参し、１回

目の協議を行ってください。 

 ８月１６日 

○「最終整備協議書」の提出期限（法人→市） 

※提出期限までに、書類の補正・追加を終了し、最終確定し

た書類を提出してください。 

 ８月～１０月 
○協議内容審査・ヒアリング・現地確認 

○特別養護老人ホーム等整備事業者評価委員より意見聴取 

１１月 
○事業者の選定 

○結果通知（市→法人） 

１１月～ 

令和７年２月 

◎法人設立認可申請書類の提出（法人→市）※新設法人のみ 

◎法人の設立者とのヒアリング※新設法人のみ 

◎法人設立事前審査※新設法人のみ 

３月 ○名古屋市予算議決 

４月 

◎法人認可※新設法人のみ 

○施設整備補助金内示 

○施設整備補助金の交付申請（法人→市） 

○施設整備補助金の交付決定（市→法人） 

 ８月～９月 
○入札公告 

○入札 

 １０月 ○着工 

開設の 2か月前（末日）

まで 

○指定申請書類の提出（法人→市） 

○老人ホーム設置認可申請書類の提出（法人→市） 

～令和９年４月 

○老人ホーム設置認可(市→法人) 

○事業者指定（市→法人） 

○開設  

※上記の日程については、事情により変更になることがあります。 
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７ 留意事項 

(1) 協議者について  

  ○ 社会福祉法人を新たに設立する予定で協議する場合は、P15「特別養護老人ホーム設置者

の要件、社会福祉法人設立について」を参照してください。 

  ○ 既存の社会福祉法人の場合、最終整備協議書の提出期限までに理事会等の議決等により意

思決定を経て協議してください。また、定款の変更については、協議前に変更する必要はあ

りませんが、「定款変更認可」の見込みについて、あらかじめ法人所管課に相談してくださ

い。 

○ 既存の社会福祉法人の場合、安全性・収益性の観点により財務状況に支障がないことが

望ましいです。（流動比率が、直近 2 年のいずれかの期で 100％未満がないこと。自己資本

比率が、直近 2年のいずれかの期でマイナスがないこと。サービス活動収益対経常増減差

額比率が、直近 2 年のいずれかの期でマイナスがある場合は協議事項とします。） 

  ○ 事業者指定にあたっては欠格事由があります。介護保険法の規定により、設備・運営基

準に従った適正な運営ができないと認められるとき等のほかに、申請者・役員の指定取消

履歴（取消から 5 年を経過していない等）等や 5年以内にサービスについて不正又は著し

く不当な行為をしたことがある場合など、事業者指定を行うことができません。 

  ○ 協議者が、名古屋市暴力団排除条例（平成 24 年名古屋市条例第 19 号）第 2条第 2号に規

定する暴力団員等（暴力団員と密接な関係を有する者を含む）、名古屋市が行う事務及び事

業からの排除対象者であることが判明した場合は、協議を無効とします。また、暴力団員等

であるかどうかを愛知県警察本部長に対し照会します。 

 

  (2) 資金計画について 

        事業実施にかかる必要な自己資金（施設建設にかかる自己資金、建設用地購入費及び事業

運転資金等）が確保されており、事業運営にかかる資金収支計画に支障がないことが条件に

なります。 

         また、施設整備に必要な資金については、施設整備補助金、借入金及び寄附金等で資金計

画を立てることとなりますが、次のア～カの条件で資金計画を作成してください。 

なお、スタッフ配置計画等に基づく人件費の積算等を十分に精査の上作成してください。 

 

＜イメージ図＞ 

      【資金計画フレーム】       

施設・設備整備費 

運営資金 土地代等 

建築費、設計監理費 備品費 
その他      

（造成等） 

   【資金の財源フレーム】  

 

借入金 
現有資金又

は寄附金等 

現有資金又

は寄附金等 

 現有資金

又は寄附

金等 

施設整備 

補助金 
借入金 

   

   ア 施設整備補助金 

①整備補助基準 （未確定） 

整備補助単価３７０万円 × 定員 

（参考：令和 5 年度整備補助単価） 

※本市整備補助基準（補助金額）の確定は、令和 7 年度・令和 8年度の予算編成により決

定され、編成の過程において見直されることがありますので、ご了承ください。 
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②交付要件 

 交付にあたっては、本市予算の議決が要件となります。 

交付時期は建物完成確認後とします。整備年次が複数年次にわたる場合は、年度ごとに

分割し交付するものとします。 

※年度ごとの交付額につきましては整備相談時にご説明いたします。 

 なお、補助金額に変更があった場合の収支計画は、寄附金や借入金などの金額を大幅に

見直すことになるため、再度、事業予定者と協議を行います。 

 

イ 借入金 

    ○ 施設建設費の借入金融機関先は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」

という。）及び協調融資締結金融機関先とします。 

○ 福祉医療機構（福祉貸付金）については令和７年度以降の取扱いが不透明な状況であ

り、大幅に貸付基準が変更される可能性があります。変更があった場合は、変更後の内

容により再度積算するものとします。 

            なお、借入金の変更に伴う収支計画の見直しは、寄附金の増額など大幅にその内容を

見直すことになるため、再度、事業予定者と協議を行うこととします。   

 

     ＜参考：福祉医療機構（福祉貸付金）基準事業費の算定基準単価＞ 

          特別養護老人ホーム（従来型） 

          令和 5 年度基準単価 １６，７００千円／人 

      ※参考：融資限度額の算定式 

融資限度額＝（基準事業費－施設整備補助金）×融資率 

      【問い合わせ先】東京都港区虎ノ門４－３－１３ 

       福祉医療貸付部 福祉審査課 融資相談係  

電話（０３）３４３８－９２９８ 

                    FAX （０３）３４３８－０６５９ 

  

ウ 寄附金 

寄附を受ける場合は、書面による贈与契約が締結され、資産状況、営業実績、寄附者の

所得等からその寄附が確実かどうかの確認を行います。 

また、寄附予定の資金は、協議書類提出後も確実に有している必要があるため、随時、

寄附者の残高証明及び現金通帳により確認を行います。 

なお、寄附者の借入れによる寄附は認められません。 

 

エ 整備資金 

      施設・設備整備費のうち 3％以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等、自己資金

として確保していることが必要です。別の資金の流用は不可です。 

 

   オ 運転資金 

     事業開始から施設の運営収入が確保されるまでの運転資金として、施設の年間事業費の

12 分の 3 以上に相当する現金、普通預金又は当座預金等、自己資金として確保しているこ

とが必要です。 

     ※この他に、事務費（法人設立時及び施設開設までの経費）の資金確保も別途必要です。   

 

   カ 収支計画 

     収支計画については、最多負担年度の収支を見込んでください。収入や支出の見込みに

ついては、利用者の確保や職員の採用計画など、各事業者の経営方針に基づき、計画的な

見込みを立てて算定してください。なお、福祉医療機構からの融資率は 90％とし、利率は

2.0％で算定してください。 

       また、収支計画には借入償還額（土地購入による借入金を含む）を含めて作成してくだ

さい。 
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(3) 建設工事について 

○ 施工業者の選定は、名古屋市の公共事業に準じて一般競争入札による請負契約を締結して

いただきます。 

また、今回提出する見積書は、設計業者によるものとし、建設業者の見積書は不可としま

す。（社会福祉施設の整備に際し寄附をした業者は、入札に参加できず、その下請けにも

入れませんのでご承知おきください。） 

○ 施設建設にあたっては、施設利用者の精神的なゆとりとやすらぎのある生活環境づくりに

配慮した計画であるとともに、省エネルギー及び環境に配慮した措置を講ずるよう努める

ことが求められています。（「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等

に関する法律」、「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」及び同条例第

91 条第 1 項に基づき定められた「建築物環境配慮指針」を参照） 

自然エネルギー利用、設備システムの高効率化などについて配慮することが必要です。 

その他、施設建設の工事請負を受注した施工業者に対し、地元経済の振興を図る観点から、

下請けについては地元企業（市内に本店を有する企業）を活用するよう依頼してください。  

○ 事務の流れについては、P10「９ 業者選定・契約手続き（法人選定後）に関する事務の流

れ」を参照してください。 

 

(4) 建設用地について 

○ 土地は、全て法人に所有権があること（抵当権等の施設存続の支障となりうるような権利

設定がないこと）を原則とします。抵当権等が設定されている場合は、契約に際して抹消

されることが必要です。 

○ 立地場所については、地域から孤立することのないよう、住宅地の中にあること、又は住

宅地と同程度に地域住民との交流の機会が確保される地域にあることが必要です。 

また、災害区域に該当する場合は要件があります。P28「災害区域について」をご確認く

ださい。 

○ 開発行為を伴う工事を計画の場合や、市街化調整区域での建設計画の場合には、事前に名

古屋市住宅都市局開発指導課（名古屋市役所西庁舎２階 ☎972-2770）へご相談ください。 

○ 建築基準法等により建築不可能な土地（公道に接していないなど）については、協議を受

け付けません。 

○  建設用地を、①贈与により取得する場合は、土地の贈与契約書等を添付し、②購入により

取得する場合はその購入に必要な資金の贈与契約書等を添付してください。なお、施設整

備補助金を活用する場合は、本市からの内示前では補助の確約ができませんので、敷地購

入にかかる契約日にご注意ください。 

  今回の協議書提出時点では、土地売買予約確約書（様式参照）を締結します。 

○  特例として、借地における整備も可能(建物の貸与は不可)ですが、地上権又は賃借権の設

定登記や無料又は低額な賃貸借料を設定すること等の各種条件を満たす必要があります。 

低額な賃貸借料とは、本市市有地貸与に準じて、以下の計算式により算出することとして

おり、月々の賃借料がこの価額の範囲内である必要があります。 

 

※低額な賃貸借料＝土地評価額（路線価方式）×3/1000×10％（月額） 

 

 

    ＜条件の一例＞    

・事業実施に必要な期間（５０年以上）の地上権又は賃借権の設定をし、かつ、

これを登記すること。※定期借地可 

・法人が寄附金等により、当該賃借料を長期にわたって安定的に支払う能力があ

ると認められること。 

・当該法人の理事長又は当該法人から報酬を受けている役員等からの賃借により

貸与を受けることは不可です。 

・原則として、福祉医療機構からの融資の際には、敷地は担保提供すること。  
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ただし、愛知県内又は隣接する県において、特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人

が P14「特別養護老人ホームの整備状況」の優先順位 1、2 の区内で整備する場合の賃貸借

料は、以下の額を上回らない額とします。 

 

※土地評価額（路線価方式）×3/1000（月額） 

 

(5) 地域住民への説明について 

    協議にあたっては、計画内容等について必ず事前に町内会、地域住民等へ説明を行ってくだ

さい。なお、建築により日照・騒音等の影響を受けると考えられる地域住民に対しては、必ず

個別に説明を行ってください。 

  また、選定後についても継続的に説明を行ってください。 

※協議書の提出時には、事前の説明状況の報告が必要です。 
   なお、説明にあたっては、「名古屋市に協議し、事業計画が採択されなければ事業化されな

い。」旨の説明をするなど十分に留意ください。 
 

(6) 安全対策の強化について 

計画地に建築物の既設の塀（ブロック塀等）があり、安全性に問題がある場合は撤去する計

画とすることが必要です。ブロック塀等の安全点検方法については、NAGOYA かいごネットに掲

載の本募集要項の下にある「ブロック塀等の安全点検について」を参考にしてください。 
また、塀以外にも安全性に問題があるものについては、対策を取ることが必要です。 

なお、整備協議書提出時に改善計画の提出が必要です。 

 
(7) 非常災害対策について 

平成25年度から事業者の指定基準が条例化され、本市においては国基準への上乗せとして、

非常災害時を想定した飲料水・食料の備蓄（入所者及び従業者の 3 日分とし、飲料水は 1 人当

たり 1日 3リットルを目安）の基準を設けていますので、確保が必要です。 

 

(8) 防犯対策について 

地域に開かれた施設運営を実施するとともに、外部からの不審者侵入等に対する防犯対策に

ついて取組みを実施するようお願いします。 

なお、入所者の行動を不当に制限したり、災害発生時の避難に支障が出たりすることのない

ようご留意願います。 

 

(9) 入所者の選定について 

   国の基準省令の趣旨にかんがみ、施設サービスを受ける必要性が高い者から優先的に入所い

ただくため、介護の必要の程度及び介護者等の状況を勘案した優先入所基準を定めております。

施設においては、優先入所基準に基づいて入所者の選定を行っていただくこととなります。 
 

(10) その他 

○ 感染症の防止及び発生に備えた設備を整えてください。 

○ 事業実施にあたっては、地域に開かれた運営を行ってください。 

○ 地域包括ケアシステム構築に寄与する取組みを行ってください。 

○ 低所得者（補足給付対象者）の入所割合を 75％以上としてください。 
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８ 特別養護老人ホームの基準 

(1) 人員基準の概要 

施設長 常勤で選任（資格のない者は講習を受講する。） 

医師 入所者の健康管理・療養上の指導を行うために必要な人数 

生活相談員 入所者 100 人に対して常勤で 1人以上、100 人を超える場合は常勤で 2人以上 

介護・看護職員 

総数は入所者 3 人に対して常勤換算で 1人以上、 

また入所者数により常勤換算の看護職員数が決められています。 

・入所者 100～120 人の場合、常勤換算で看護職員 3人以上 

介護支援専門員 
入所者 100 人に対して常勤で 1人以上、100 人を超える場合は常勤で 2人以上

が基準 

栄養士又は 

管理栄養士 
1 人以上 

機能訓練指導員 1 人以上 

宿直 夜勤者とは別に配置(夜勤者が加配されている時間帯は除く) 

その他 調理員、事務員、その他の職員 

 

(2) 設備運営基準 

○特別養護老人ホームの建物は、耐火建築物としてください。 

○各設備の詳細は P17「プライバシー多床室型特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の設

備基準」を参照してください。 

 

＜プライバシー多床室型＞ 

居室、静養室、食堂、浴室、洗面設備、便所、医務室、調理室、介護職員室、看護職員室、

機能訓練室、面談室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、宿直室、事務室その他運

営上必要な設備を設けなければなりません。また、居室はベッド間に間仕切りや壁等を設置し、

他の入所者等からの視線を遮断してください。なお、天井からの隙間は可とします。 
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９ 業者選定・契約手続き（法人選定後）に関する事務の流れ 

社会福祉法人が補助事業として施設整備を行う場合については、本市の公共事業に準じて、一般

競争入札による施工業者の選定を行い、その後請負契約を締結する等、適切に行うこととされてお

ります。具体的な事務の流れとしては以下のとおりとなりますが、その他詳細については、選定後

に説明します。 

 事務 備考 

① 
設計監理委託契約 

（設計監理業者の選定理事会） 
契約内容については事前に当課と調整 

② 入札公告 公告内容については事前に当課と調整 

③ 入札参加申出書を市へ提出 

その他、当該事業者の代表的な同種又は類似の

工事施工実績1件及び競争入札参加資格確認書

類等の提出 

④ 入札参加申出状況を市へ報告 

入札執行の発送前に、当課に指名停止の有無等

の確認をする。 

役員の職業を記載した役員名簿の提出 

⑤ 
入札執行通知の送付 

（入札指名業者の選定理事会） 
設計図書を添付 

⑥ 入札の実施（一般競争入札） 
入札立会い（理事長を除く複数の理事、監事及

び評議員、本市担当職員） 

⑦ 入札結果を市へ報告  

⑧ 入札結果の公表 一般の閲覧に供する 

⑨ 
契約の締結 

（契約内容確定後、理事会の議決） 
契約内容については事前に当課と調整 

⑩ 工事請負契約報告書を市へ提出 契約書及び契約内訳書の写しの提出 

 

10 社会福祉法人による「地域における公益的な取組み」の推進について 

（平成 30 年 1 月 23 日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知 抜粋） 
 

現在、社会福祉法人においては、「地域における公益的な取組み」の実施が法人の責務として位

置づけられております。 

「社会福祉法人による「地域における公益的な取組み」の推進について」（通知）において、地

域における公益的な取組みの内容について、以下のとおり記載されておりますので、今後の法人運

営の参考にしてください。 

○ 社会福祉法人は、地域住民が抱える多様な福祉ニーズに対応するため、社会福祉事業の運営を

主たる目的として設立されるものであり、法人として税制上の優遇措置を受けているほか、社会

福祉事業等の事業費として支払われる介護報酬等、税や保険料等の公費によって賄われている。 
○ 社会福祉法人の公益的性格に鑑みると、自らが行う事業の利用者の福祉ニーズを的確に把握し、

これに対応することのみならず、社会情勢の変化を踏まえつつ、既存の制度では対応が困難な地

域ニーズを積極的に把握し対応することが求められており、このような認識の下、地域における

公益的な取組みの実施を通じて、地域に対し、法人が自らその存在価値を明らかにしてくことが

重要である。 
○ 地域における公益的な取組みの内容として、次の①から③までの 3つの要件の全てを満たすこ

とが必要とされており、例として以下のようなものが挙げられる。 

 ①社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること 

 ②対象者が日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者であること 

 ③無料又は低額な料金で提供されること 
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・行事の開催や環境美化活動、防犯活動など、地域住民相互のつながりの強化を図るもの 

・地域住民のサロンや生涯学習会の実施など、地域交流促進のための場の提供 

・生計困難者等に対する利用者負担軽減 

・特別養護老人ホーム等の入所施設による在宅の中重度の要介護者等の生活支援 

・地域住民に対する介護技術研修の実施 

・地域内の連携による福祉人材の育成 

・複数法人の連携による災害時要援護者への支援 

・災害時に備えた福祉支援体制づくりや関係機関とのネットワーク構築に向けた取組み 

・地域における成年後見人等の受託 

・生活困窮者に対する相談支援、一時的な居住等の支援の実施、就労訓練事業（いわゆる中間的

就労）や社会参加活動の実施 

・低所得高齢者等の居住の確保に関する支援 

・貧困の連鎖を防止するための生活保護世帯等の子どもへの教育支援 

・ひきこもりの者、孤立した高齢者、虐待を受けている者等の居場所づくりや見守りの実施 

・刑務所出所者への福祉的支援 

 

 《問い合わせ先・書類の提出先》 

  〒460-8508 

   名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1 号 

   名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課（市役所本庁舎 2 階） 

    電話 052-972-2539  FAX 052-972-4147 

    Mail：a2536@kenkofukushi.city.nagoya. l g
ｴﾙｼﾞｰ

.jp 

   NAGOYA かいごネット（https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/） 

  

＊ ご不明な点等は、原則として P12「特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）施設整備

にかかる質問送付票」により令和6年5月8日までにメールもしくはFAXでお問合せください。

後日回答いたします。 

  なお、質問票を送付される場合は、送付後に到着確認の電話をお願いいたします。 

 ＊ 来庁にあたっては必ず事前に電話予約をお願いいたします。 

 

参 考 

厚生労働省令、関係通知等、国の示す基準等の関連資料に関しましては、以下のウェブサイトで

確認ください。 

□厚生労働省法令等データベース               https://www.mhlw.go.jp/hourei/ 

□独立行政法人福祉医療機構ホームページ     https://www.wam.go.jp/hp/ 

 

（基本的な法令等） 

・「名古屋市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 

・「名古屋市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 

・「名古屋市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」 

・「特別養護老人ホームの設備及び運営の基準」、「（同左）について」 

・「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準」、「（同左）について」 

・「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」、「（同左）について」 

・「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」、「（同左）の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」 

・「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、「（同左）の制定に伴う実施上の留意事

項について」 

・「社会福祉法」、「社会福祉法人の認可について」、「（同左）課長通知」 

・「社会福祉法人会計基準」「（同左）の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」、「社会福

祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(課長通知）」 

・「社会福祉法人による地域における公益的な取組の推進について（課長通知）」 
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名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 

名古屋市健康福祉局高齢福祉部 

介護保険課施設指定係特養整備担当者 宛 

Mail：a2536@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

ＦＡＸ：０５２－９７２－４１４７ 

ＴＥＬ：０５２－９７２－２５３９ 

 

 

特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型） 

施設整備にかかる質問送付票 
 

送信日   年  月  日 （  ） 

送信元 

法人名： 

所在地： 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

E-mail: 

担当者： 

件名  

質問  

令和 6年 5月 8日（水）まで質問を受け付けます。
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令和７年度着工分 特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）選定基準 
評価項目 具体的な視点 配分 配点 

1 法人の状況（配分 15 点） 

(1) 
特別養護老人ホーム等の運営
実績の有無 

・市内で運営する特養の稼働率が全て 95％以上の法人 
・市内で運営する特養の平均稼働率が 95％以上の法人 
・特養運営実績を有する上記以外の法人及び介護保険
施設運営実績を有する法人等 
・認知症高齢者グループホーム又は特定施設入居者生
活介護の運営実績を有する法人 
・その他の介護保険事業実績を有する法人等 
・その他の法人等 

10 点 
7 点 
5 点 

 
3 点 

 
1 点 
0 点 

10 点 

(2) 
社会貢献のための具体的な取
組み実績の有無 

・生活困窮者に対する就労訓練事業の実施 
・生活保護世帯等の子どもへの教育支援 
・刑務所出所者への福祉的支援 
・本市が認定する企業としての取組み実績の有無 
（子育て支援企業、女性の活躍推進企業、ワーク・ライフ・
バランス推進企業、障害者雇用促進企業 等）    等 

5 点 
～ 

0 点 
5 点 

2 整備計画地の状況（配分 15 点） 

特別養護老人ホームの整備が進ん
でいない区域における整備 

・区の整備率 
ただし、災害レッドゾーンまたは災害イエローゾーン②の場合は

0 点 

15 点 
10 点 
5 点 
0 点 

15 点 

3 資金計画について（配分 15 点） 

(1) 資金計画 

【資金計画が妥当であるか】 
・寄附金がある場合、寄附は確実なものか 
・自己資金は確実に確保されているか 
・今回の計画における負債比率の割合 

10 点 
～ 

0 点 
10 点 

(2) 土地の所有関係 
・自己所有地 
・優先順位 1 位または 2 位の区における借地 
・優先順位 3 位または 4 位の区における借地 

5 点 
3 点 
0 点 

5 点 

4 整備計画内容について（配分 55 点） 

(1) 

入所者の安全に配慮された構
造・設備等、環境に配慮された
設備 

・入所者の安全に配慮された構造・設備等があるか 
（災害対策、感染症対策、防犯対策） 
・環境に配慮された設備があるか 

10 点 
～0 点 

10 点 

(2) 多床室の形状 
・入所者が快適な日常生活を営めるよう配慮された構造・
設備があるか（各ベッドに窓があるか 等） 

5 点 
～0 点 

5 点 

(3) 
併設事業として在宅介護支援機
能を有した事業計画 

・在宅介護支援機能を有した併設事業の有無（短期入
所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 等） 

5 点 
0 点 

5 点 

(4) 
認知症ケア、重度化、看取りに
対する取組みの有無 

・看護職員の 24 時間配置 
・看護体制加算Ⅱが取得できる看護職員の配置 
・看取りに対する独自の具体的な取組み 
・認知症ケアにかかる独自の具体的な取組み 

10 点 
～0 点 

10 点 

(5) 
人材確保・定着支援に対する取
組みの有無 

・必要な職員数を継続的に確保するための取組み 
・質の高い人材を育成するための取組み 
・定着率を上げるための取組み 

10 点 
～0 点 

10 点 

(6) ICT・介護ロボットの活用の有無 
ICT・介護ロボットの活用による介護サービスの質の向
上、介護職員の身体的・精神的負担軽減、業務改善等 

5 点 
～0 点 

5 点 

(7) 

事業実施にあたって地域に開か
れた運営を行うための具体的な
取組みの有無 

・施設行事への招待   ・地域行事への参加 
・近隣学校等交流     ・教室・相談会の開催 
・災害時の連携体制                           等 

10 点 
～ 

0 点 
10 点 

合計 100 点 

 ※稼働率は令和 5 年 8 月から令和 6 年 7 月までの 1 年間の平均又は令和 6 年 8 月 1 日時点。 
 ※1 年間の平均稼働率は、利用延日数÷(定員×366)×100【小数点以下切捨て】 
  複数施設の平均稼働率は、各施設で算出した稼働率の合計÷施設数【小数点以下切捨て】 
 ※稼働率は空床ショートを含む。 
○事業者の選定方法 
・最終整備協議書の提出期限より過去 3 年以内に、本市が実施した各種の事業者公募において、採択されたに
もかかわらず辞退した法人、もしくは特養併設計画として採択された併設事業所を開設しなかった法人は合計
点より 5 点減点する。 

・評価項目ごとの得点の合計点から減点した後の得点が高い事業者を選定する。なお、同じ点数の場合は、今回
の計画における負債比率が低い事業計画を優先する。 

※最低基準に満たない場合(以下のいずれかに該当する場合)は、その計画は選定しないものとする。 
・「3 資金計画について」(1)資金計画において、0 点の場合 
・「4 整備計画内容について」の合計点が 29 点未満の場合 
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  ＊計画地が災害レッドゾーンまたは災害イエローゾーン②に該当する場合は、上表にかかわらず配点を

0 点とします。 
 
 

特別養護老人ホームの整備状況 令和6年3月1日時点

広域型 地域密着型

1 名東 1 1 170 2,675 6.35% 15

2 千種 4 349 2,860 12.20%

昭和 3 230 1,807 12.72%

中 2 190 1,257 15.11%

中村 5 460 2,688 17.11%

瑞穂 5 400 2,072 19.30%

緑 9 2 755 3,777 19.98%

3 北 6 6 796 3,634 21.90%

東 3 1 278 1,244 22.34%

中川 10 3 892 3,932 22.68%

西 7 1 633 2,612 24.23%

守山 10 3 947 3,841 24.65%

南 8 1 734 2,916 25.17%

天白 8 2 721 2,663 27.07%

4 港 9 7 953 2,835 33.61%

熱田 7 1 643 1,236 52.02%

計 97 28 9,151 42,049 21.76%

※「認定者数」は令和6年2月末現在の人数

※「か所数」及び「定員計」は整備予定施設を含む

※名東区の「か所数」及び「定員計」は、厚生院を除く

配点

10

5

0

優先
順位

区名

か所数
定員計
（人）

認定者数
のうち要介護

３～５の人数(人）

要介護３～５の人
数に対する特養

定員割合
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特別養護老人ホーム設置者の要件、社会福祉法人設立について 

１ 特別養護老人ホームの設置者 

 特別養護老人ホームを設置する者は、国・地方公共団体の他、既設の社会福祉法人

か社会福祉法人を設立する者等に限られます。 

 社会福祉法人の設立認可は、事業計画の承認と一体として行いますので、あらかじ

め法人のみを設立することはできません。施設整備と法人設立について、並行して協

議することとなります。 

 新たに法人を設立する予定で整備協議を行う場合、法人認可に必要な要件を全て満

たす必要があります。以下に記載する内容の他、社会福祉法及び関係通知（「社会福

祉法人の認可について」）等を十分に理解し、運用可能な体制を整えた上で協議して

ください。 

 

２ 協議段階における社会福祉法人設立の準備 

 事前に法人の設立発起人会を開催し、代表者を確定した上で、その代表者が協議し

てください。 

 協議する際の法人名は、例えば「社会福祉法人○○会（仮称）設立準備会」等とし

て、代表者の職名は「設立代表者」としてください。 

 設立準備会は理事会に準ずるものですので、審議内容を議事録に残したり、事業に

関する金銭の出納を明確にする等、組織的に運用してください。 

 なお、選定された事業者が、後日法人の設立認可の申請を行うことになります。 

 

３ 社会福祉法人の組織・資産等 

 (1)定款 

 社会福祉法人の規則である定款は、国通知「社会福祉法人の認可について」別紙

2 に定める社会福祉法人定款例に沿って作成してください。 

 (2)役員等 

 役員等の主な要件は以下のとおりです。 

[評議員] 

  ・評議員の選任及び解任の方法については、法人が定款で定めることとしているが、

理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨の定めは無効とされていること。 

  ・「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」のうちから選任すること。 

  ・法人の理事、監事又は職員を兼ねることはできないこと。 

  ・評議員には、各評議員又は各役員の配偶者又は 3 親等以内の親族が含まれてはな

らないことに加え、各評議員又は各役員と特殊の関係がある者も含まれてはならな

いこと。 

  ・評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数とすること。 

 [理事] 

・社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし

得る者であること。 

・理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。 

 ①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者。 

 ②法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者。 
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 ③法人が設置する施設の施設長。 

※施設長候補となる理事予定者は、整備計画を実際に進める上で中心的な存在と

して業務を行うこととなりますので、本格的な業務の開始時期を想定した上で、

途中交代することのないよう選任してください。 

・理事は 6 人以上でなければならないこと。 

・理事には、理事本人を含め、その配偶者及び 3親等以内の親族その他各理事と特

殊の関係にある者が理事の総数の 3 分の 1 を超えて含まれてはならないこと。ただ

し理事の親族等特殊関係者の上限は 3 人であること。 

 [監事] 

・法人の理事又は職員を兼ねることができないこと。 

・監事には、次に掲げる者が含まれなければならない。 

 ①社会福祉事業について識見を有する者。 

 ②財務管理について識見を有する者。 

・監事は 2 人以上でなければならないこと。 

・監事には、各役員の配偶者又は 3 親等以内の親族が含まれてはならないことに加

え、各役員と特殊の関係がある者も含まれてはならないこと。 

・監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望ましい。 

 

(3)資産 

 原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権

を有していることが必要です。 

 なお、すべての施設についてその施設の用に供する不動産を基本財産にしなけれ

ばなりません。基本財産は、原則として所轄庁の承認なく処分または担保に供する

ことができません。 

 また、特別養護老人ホームを整備する法人については、その他財産のうちに法人

の年間事業費の 12 分の 3 以上に相当する現金、普通預金または当座預金等を有し

ていなければなりません。設立認可の審査の過程で、現金等を有していることを確

実に確認する必要があるため、価値の変動する可能性のある有価証券による事業費

の確保は原則として認められません。 

 その他、特別養護老人ホームの整備に係る資金計画については、「７留意事項(2)

資金計画について」をご確認ください。 

 

４ 社会福祉法人設立認可申請書について  

 ・認可日は補助金の予算議決後になります。 

 ・正式な認可申請の時期は、別途案内します。 

 

５ 設立認可以降のスケジュールについて 

(1)  社会福祉法人設立後の登記等 

(2)  施設整備補助金の交付申請 

(3)  福祉医療機構借入申込手続き 
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プライバシー多床室型特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）の設備基準

区 分 備 考

静養室

浴室

洗面設備

便所
・居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
・ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が
使用するのに適したものとすること。

・介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
・地階に設けてはならない。
・寝台又はこれに代わる設備を備えること。
・1以上の出入り口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して
設けること。
・床面積の1/14以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよう
にすること。
・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

・居室のある階ごとに設けること。
・介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

・介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

○木造平屋建ての多床室型特別養護老人ホームの場合は、指定都市の市長が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意
見を聴いて次の各号のいずれかの要件を満たし、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火又は準耐火建築物と
することを要しない。

①スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火
区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

②非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

【プライバシー多床室型特別養護老人ホーム　　（介護老人福祉施設設備基準抜粋等）】

○プライバシー多床室型特別養護老人ホームは、居室、静養室、食堂、浴室、洗面設備、便所、医務室、調理室、介護職員室、看護職員
室、機能訓練室、面談室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室、介護材料室、宿直室、事務室その他運営上必要な設備を設けなければならな
い。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待できる場合であって、入所者
へのサービスの提供に支障がないときは、入所者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等の設備について、その一部を設けないこと
ができる。

基 準

＜構造及び規模等＞
○定員30人以上

○プライバシー多床室型特別養護老人ホームの建物は、耐火建築物でなければならない。

　ただし、入所者の日常生活に充てられる場所を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていないプライバシー多床室型特別養護老人
ホームの建物は、準耐火建築物とすることができる。

③避難口の増設、搬送を容易に行なうために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避
難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

居室

・面積にかかる基準はすべて内法での測
定とする。

・寝台又はこれに代わる設備を備えること。
・1以上の出入り口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して
設けること。
・床面積の1/14以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよう
にすること。
・入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

・各床間に壁、建具等による仕切り（家具やカーテンは（一部分でも）不
可）。
・天井からの隙間は可とする。
・全てのベッドが窓に面していることが望ましい。
・プライバシーに配慮されていること。

・1の居室の定員は2人以上4人以下とすること。
・地階に設けてはならない。
・居室面積は1人あたり10.65㎡以上とすること。
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区　　　　　　　分 備　　　　　　　考

医務室
・必要設備等については、設置予定地を
所管する保健センターに事前に相談する
こと。

調理室

・必要設備等については、設置予定地を
所管する保健センターに事前に相談する
こと。
・食器、調理器具等を消毒する設備、食
器、食品等を清潔に保管する設備並びに
防虫及び防鼠の設備を設けること。

介護職員室

看護職員室

食堂及び機能訓練室
・面積にかかる基準はすべて内法での測
定とする。

面談室

洗濯室又は洗濯場

汚物処理室
他の設備と区分された一定のスペースを
有すれば足りる。ただし、換気及び衛生
管理等に十分配慮すること。

介護材料室

宿直室

・廊下幅は、内法によるものとし、手すり
の内側から測るものとする。※有効幅員

傾斜路は入所者の歩行及び輸送車、車
椅子等の昇降並びに災害発生時の避
難、救出に支障がないようその傾斜はゆ
るやかにし、表面は粗面又は滑りにくい
材料で仕上げること。

･消防設備に関しては設置予定地を所管
する消防署に事前に相談すること。

※上記の基準以外についても、建築基準法等他の法令の基準を満たす必要があります。

基　　　　　　　　　　　　　　　準

・食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その
合計した面積は、3㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただ
し、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又
は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場
所とすることができる。
・必要な備品を備えること。

・消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けること。

・居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」と
いう。）は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいず
れにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限り
でない。
①居室、静養室等のある3階以上の各階に通ずる特別避難階段を2以上
（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで
通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階
段を有する場合は、1以上）有すること。
②3階以上の階にある居室、静養室等及びこれらから地上に通ずる廊下
その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料
でしていること。
③居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火
設備により防災上有効に区画されていること。

・廊下、便所その他の必要な場所に常夜灯を設けること。
・廊下及び階段には手すりを設けること。
・階段の傾斜は緩やかにすること。
・居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設け
ること。ただし、エレベーターを設ける場合はこの限りでない。

・居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
・必要な備品を備えること。

・火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

・医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
・入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、
必要に応じて臨床検査設備を設けること。

・各号に掲げる設備は専ら当該施設の用に供しなければならない。ただ
し、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。

※上記の基準については、国の示す基準を一覧に取りまとめた概要版ですので、事業実施にあたっては、「指定介護老人福祉施設の事業
の人員、設備及び運営に関する基準」及び「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」等や関係法令を必ずご確認願います。

･福祉環境整備指針（名古屋市策定）にお
いて、福祉的観点からまちづくりの基本理
念や、福祉のまちづくりを推進していくた
めの具体的な方策、及び公共的建築物
等を整備する上での「設計・施工上の標
準としての技術的基準」を示しているので
参照すること。

・廊下幅は片廊下1.8m以上、中廊下2.7m以上とすること。

その他
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設計・施工上の標準としての技術的基準の適用原則 

技術的基準は、⾼齢者・障害者・乳幼児連れの⽅を始めすべての市⺠及び名古屋を訪れる

すべての⼈々を利⽤主体者とみなし、誰もが快適に利⽤できるよう、ユニバーサルデザイン

の視点を配慮した上で、その安全性、利便性、快適性を確保すべく、都市施設（公共建築物、

道路、公園、公共交通機関）利⽤時のバリアを解消するための標準的な基準を設定したもの

です。 

同基準の適⽤原則は以下のとおりとします。 

〇都市施設の新設、増設、改修の工事にあたり、施設の⽤途及び規模、当該工事により整

備される設備の範囲などを勘案して可能な限り整備します。やむを得ず整備が困難な場

合には、代替的・補完的措置を講じます。 

〇既存の都市施設については、可能な限り技術的基準の適⽤に努め、計画的に必要な改善

を⾏います。 

〇主として⾼齢者・障害者・乳幼児連れの⽅の利⽤を⽬的とした施設については、その利

⽤実態に即した配慮をします。 

 

なお、整備の終わった施設・設備についても、バリアフリー化が完結したとするのではな

く、より多様化するニーズに対応できるよう、施設・設備のメンテナンスに努めていかなけ

ればなりません｡ 

また、今後、国の関連法規や新たな技術開発の動向などにより、整備のあり⽅も変化して

いくことも予想され、この技術的基準自体もその変化に柔軟に対応していく必要があります。 
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役務の提供・適正な利用の啓発・情報提供について 

都市施設のバリアフリー化は、施設・設備の整備だけでなく、それらを利⽤した役務の提

供、適正な利⽤の啓発、情報提供を⾏うことも必要となります。 

○役務の提供 

・設備や備品などは速やかに使⽤できる場所に配備し、適切に使⽤できる状態かを確認する。 

・配備した設備や備品については、維持管理を⾏い、操作や維持管理のためのマニュアルを

作成する等、役務の提供の体制を整える。また、やむを得ず通常と異なる運⽤をする場合

においても安全に配慮し、その旨の情報提供を⾏う。 

・支援の申し出に対応できるよう、係員の配置、勤務体制の確保を図る。 

・常日頃から、支援が必要な⽅がいないかどうかを気配りする。 

・配慮の必要な対象者の主な特性を理解し、設備や備品などの状態や取扱い、支援の要否、

⽅法等を確認し、意思疎通を図り、安全を確認しながら支援する。 

・他の利⽤者に移動経路をあけてもらうための声掛けを⾏う。 

・応対する場所をカウンター前で⾏うなど、臨機応変に対応する。 

・補助犬を使⽤している場合、補助犬使⽤者と補助犬に対し、十分なスペースが確保できる

場所に案内する。また、他の利⽤者に補助犬について、理解を求める。 

・視覚障害者の誘導時には、特に混雑している時などは、周囲の状況を説明しながら歩く。

トイレまでの誘導の申し出があった場合は、設備の配置を説明する。 

・聴覚障害者の案内には、必要に応じて、意思疎通支援のためのアプリケーションソフトウ

ェア等を活⽤する。 

・複数の経路がある場合、どの経路が良いか確認し、負担が少なくなるよう考慮する。 

・対応が難しい場合は、丁寧に理由を説明し、代替⼿段を考える。 

・運賃支払いは、必要に応じて職員が代⾏する。交通系 IC カードを預かる場合は、利⽤者

から⾒えるよう処理したり、必要に応じて、残額を伝える。 

・支援の⽅法に関する教育訓練を継続的に実施する。必要に応じて、当事者やバリアフリー
に関する専門家等も参加して実施する。 

32－1 
令和４年改定 
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○適正な利⽤の啓発 
 
・障害者等が利⽤するトイレ、エレベーター、⾞いす使⽤者⽤駐⾞スペース、⾞両等の⾞いす

スペース、優先席については、必要な⽅が円滑に利⽤できるよう、利⽤者に対して、啓発（館

内・⾞内放送、ポスターの掲⽰等）に努めます。 
 
 
○情報提供 
 
・障害者等が、移動に係る経路、⼿段、利⽤可能な施設を選択するためには、バリアフリーに

関する情報が必要となります。また、災害、トラブル等の緊急時において、公共交通機関や

施設等を利⽤している⾼齢者、障害者等の安全を確保するためには、必要な情報が迅速かつ

確実に提供される必要がありますので、情報提供に関する環境を整備する必要があります。 

 

・情報提供にあたっては、音声または音響（視覚障害者への配慮）、文字等の表⽰（聴覚障害

者への配慮）による案内設備も必要です。また、わかりやすい表現・⾔葉や簡潔な文章（や

さしい日本語）で情報提供することも必要です。 
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基準寸法の考え方 

⾝体障害者等の利⽤を配慮した設計を⾏う際に参考となる基本動作寸法について紹介し

ます。 

 

１．⾞いすの種類と寸法 

JIS 規格では⼿動⾞いす、電動⾞いす、ハンドル形電動⾞の寸法をそれぞれ定めている。

ただし、実際の形状や寸法は使⽤する⼈の体格、⾝体状況、あるいは使⽤⽤途によって様々

であり、様々な機能のある⾞いすや海外製の⾞いすなどでは JIS 規格にある寸法よりも⼤き

い⾞いすもある。 

（１）⼿動⾞いすの形状および寸法（JIS T 9201） 

⼿動⾞いすの形状、寸法は JIS 規格（JIS T 9201）に定められている。 

 

 

 

 

 

 

（２）電動⾞いすの形状および寸法（JIS T 9203） 

電動⾞いすの形状、寸法、性能などは JIS 規格（JIS T 9203）に定められている。性能

としては、登坂⼒ 10 度（約 17.6%）以上、4 ㎝以上の段差乗り越えなどとされている。 

1 
2 
0 
㎝
以
下 

1 
2 
0 
㎝
以
下 

5 ㎝
以
下 

- 22 -



 

 

 

 

（３）ハンドル形電動⾞いすの形状および寸法（JIS T 9208） 

ハンドル形電動⾞いすの形状、寸法、性能などは JIS 規格（JIS T 9208）に定められて

いる。性能としては、登坂⼒ 10 度（約 17.6%）以上、5 ㎝以上の段差乗り越えなどとさ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他 

上記に掲げるもの以外にも様々な⾞いすがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全
⾼
1 
2 
0
㎝
以
内 
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140cm 程度 

① ⽚側使⽤の松葉杖 
ステッキ等 

② ２本杖 
杖の先の振り寸法が重要
で、階段の場合には、150 
cm 程度の振り幅を必要と
することもある。 

③ 白杖 
ステッキ等 

140cm 90cm 100cm 

120cm 程度 120cm 程度 

12
0c

m
 

18
0c

m
 

80
cm

 

18
0c

m
 

18
0c

m
 

12
0c

m
 

12
0c

m
程

度
 

40
cm

〜
50

cm
程

度
 

90
cm

 
18

0c
m

 

④ 盲導犬 
ステッキ等 

⑤ ベビーカーの寸法 
ステッキ等 

⑥ 介助者 
ステッキ等 

 

２．幅員、広さに関する配慮寸法 

（１）通過、通⾏、すれ違いに必要なスペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、二⼈乗りベビーカー（※）のように、さらに広いスペースが必要となる場合もある。 

※双⼦や年齢の近い兄弟姉妹を⼀緒に乗せられるよう、横並びに座る横型のもの（横幅が

さらに 40cm 程度⻑い）や前後に座る縦型のもの（席のレイアウトにより⻑さは多様）

がある。 
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⑦車いす 
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（２）回転、方向転換に必要なスペース 

（全幅 70cm、全⻑ 120cm（JIS 規格最⼤寸法）の場合） 
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【災害区域について】                              

 

１ 災害区域の確認方法 

災害区域の確認は、NAGOYA かいごネットの本募集要項と同じぺージにある「事業者募集に

かかる災害区域の確認について」から行ってください。 

今回の募集については、令和 6 年 6 月 1日時点に制定されている区域で判定します。 

災害区域の種類等については、以下２及び３をご確認ください。 

 

２ 災害レッドゾーン 

災害危険区域（臨海部防災区域）、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域のいずれ

かに該当する場合は災害レッドゾーンです。計画地が災害レッドゾーンに該当する場合は原

則、協議できませんが、臨海部防災区域の第 2～4 種区域は、下記＜要件該当項目＞のａ・

ｂ・ｃをすべて満たす場合に限り、協議を受付けます。 

ただし、地域医療介護総合確保基金を財源とする施設・整備の補助金は、原則、対象外と

なります。 

 

３ 災害イエローゾーン 

土砂災害警区域に該当する場合、もしくは浸水想定区域、都市洪水想定区域、都市浸水想

定区域、津波浸水想定区域、津波災害警戒区域における最大浸水深又は基準水位（以下「浸

水深等」という）が 0ｍを超える場合は災害イエローゾーンです。 

① 災害イエローゾーンのうち、土砂災害警戒区域に該当せず、各想定(警戒)区域の浸水深

等が 1ｍ未満であれば下記＜要件該当項目＞の a・ｂのいずれも満たす場合に限り、協議

を受付けます。 

⇒ 募集要項上、災害イエローゾーン① 

 

② 災害イエローゾーンのうち、土砂災害警戒区域に該当するか、もしくは各想定(警戒)区

域の浸水深等が 1ｍ以上の場合は、下記＜要件該当項目＞のａ・ｂ・ｃをすべて満たす場

合に限り、協議を受付けます。 

⇒ 募集要項上、災害イエローゾーン② 

 

＜要件該当項目＞＊該当区域の場合は、整備協議書提出時に要件を満たしているか確認します。 

ａ 災害区域の想定しうる被災リスクに対して、被害の防止・軽減のための対策及び迅

速な避難を可能とするための施設・設備上の対策を実施する予定であること。 

 （入所者や職員が避難できる場所の確保、止水板の設置等） 

ｂ 災害区域の想定しうる被災リスクへの対策が非常災害対策計画、避難確保計画等に

記載する予定であること。 

ｃ 災害区域の想定しうる浸水深等以上の高さに入所者や職員が垂直避難できる構造で

あること。 

 

 

 

【安全性に問題のある塀（ブロック塀等）等の確認方法】 

ブロック塀等の安全性に問題が確認された場合、そのブロック塀等を撤去する必要があ

ります。 

ブロック塀等の安全点検の方法については、NAGOYA かいごネットに掲載の「ブロック塀

等の安全点検について」を参考にしてください。 

また、整備協議申出書の「４ 安全性の問題のある塀（ブロック塀等）等」にその有無

をチェックしてください。なお、「有」の場合は整備協議書提出時に改善計画の提出が必要

です。 
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　名古屋市健康福祉局長 宛

法人所在地

法人名

代表者職・氏名

＜添付書類＞　
 　○位置図（住宅地図等で施設整備予定地の位置・範囲を示したもの）
　　※今後この他にも必要な書類の提出を求める場合があります。

（2枚目につづく）

法 人 連 絡 先
担当者名：
連 絡 先：　　　－　　　　－
メ ー ル：

令和　　年　　月　～　令和　　年　　月整 備 期 間（予定）

併設予定施設種別(定員)

施設整備予定地

　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　%　／　　　%）

・自己所有地　　・寄附予定　　・取得予定　　・借地　　

敷　地　面　積

用途地域(建ぺい率/容積率)

所在地：

計画定員 人

土地にかかる制限
（抵当権等）

土地の所有関係
※いずれかに○を
付けてください。

・なし　　　　　・あり（　　　　　　　　　　　）

　施設の整備について、募集要項p2協議要件を満たすことを確認したうえで、下記のとおり整備
協議を行いたいので申し出ます。

特別養護老人ホーム（プライバシー多床室型）整備協議申出書
（令和７年度着工分）

　　年　　月　　日　　

記

　　　　　　　　　　　　　　㎡
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協議申出書作成時の状況をご記入ください。

1　災害レッドゾーン

2　災害イエローゾーン
(1)土砂災害警戒区域

＊　土砂災害警戒区域に該当する場合は、災害イエローゾーン②です。

(2)浸水想定区域等

雨水出水浸水 ｍ(未満)

洪水浸水 ｍ(未満)

高潮浸水 ｍ(未満)

ｍ(未満)

ｍ(未満)

ｍ(未満)

3　計画地の状況（災害区域）

臨海部防災区域の第2～4種区域であり、ａ・ｂ・ｃをすべて満たします。

災害イエローゾーン①であり、ａ・ｂともに満たします。

災害イエローゾーン②であり、ａ・ｂ・ｃをすべて満たします。

災害区域外です。

＊a・ｂ・ｃの各要件は、Ｐ28「災害区域について」をご確認ください。

4　安全性に問題のある塀（ブロック塀等）等
有

無

＊安全性に問題のある塀(ブロック塀等)の点検方法等についてはNAGOYAかいごネットの本整備協議申出書と

　同じページに掲載の「ブロック塀等の安全点検について」を参考にしてください。

＊有の場合、整備協議書提出時に改善計画の提出が必要です。

　計画地について、該当するものにチェックをしてください。複数該当する場合は、該当するものすべて
をチェックしてください。
　要件を満たしていない場合は受付することができません。なお、協議時に要件を満たしていることを確
認します。

　　基準水位（以下「浸水深等」という）がすべて0ｍの場合に限り、災害区域外です。

計画地の状況について記載してください 備考

＊　浸水深等のいずれも1ｍ未満であれば、災害イエローゾーン①です。

＊　浸水深等のいずれかに1ｍ以上があれば、災害イエローゾーン②です。

＊　浸水想定区域、都市洪水・浸水想定区域、津波浸水想定区域、津波災害警戒区域の最大浸水深及び

想定される最大浸水深を記
載してください。（区域外
の場合は0ｍと記載してくだ
さい。）
津波災害警戒区域は、基準
水位を記載してください。

浸水想定区域

備考

土砂災害警戒区域
どちらかにチェックしてくださ
い。

全項目に、必ず回答してください。

一部：千種区、瑞穂区、南区、守
山区、緑区、名東区、天白区

災害危険区域
（臨海部防災区域）

備考計画地の状況にチェックしてください

津波浸水想定区域

津波災害警戒区域

都市洪水想定区域
都市浸水想定区域 河川の名称

急傾斜地崩壊危険区域

計画地の状況にチェックしてください

※最も深い浸水深を記
載してください。

土砂災害警戒区域に該当する場合
は、災害イエローゾーンに記載し
てください。

土砂災害特別警戒区域

全域：港区
一部：熱田区、中川区、南区
※　該当する場合は区分（第1種
～4種）を選択してください。

非該当

非該当

非該当

第1種

非該当 該当

第2種
第3種

第4種
第1種に該当する場合は

協議できません

該当する場合は
協議できません
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